
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続税の納税義務者の範囲の改正              

Ｑ：相続税や贈与税の納税義務者の範囲が

改正されたとか。どのようになったのです

か？                                           

                                             

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

国外転出時課税制度の創設に伴い、次のよ

うに納税義務者の範囲が見直されました。 

 ①国外転出時課税制度の適用があり、納税猶

予の期限の延長をうけている個人が死亡し

た場合又は財産を贈与した場合は、その個

人は相続若しくは遺贈又は贈与前５年以内

のいずれかの時において日本国内に住所を

有していたものとみなすこととされました

ので、その取得したすべての財産は、相続

税又は贈与税の対象に含まれることとなり

ます。 

 ②贈与等により非居住者に資産が移転した場

合の譲渡所得等の特例の適用がある場合に

納税猶予の適用を受ける者から贈与により

財産を取得した受贈者又はその納税猶予の

適用を受ける相続人が死亡した場合又は財

産の贈与をした場合には、その受贈者又は

相続人は、相続若しくは遺贈又は贈与前５

年以内のいずれかの時において日本国内に

住所を有していたものをみなすこととされ

ました。ただし、その受贈者又は相続人が

その特例にかかる贈与又は相続若しくは遺

贈前５年以内に日本国内に住所と有してい

たことがない場合は、この限りではありま

せん。 
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